
【計画期間】令和６～13年度
（８年間）

【面 積】241.01㎢
【人 口】約1.3万人

◆指定等文化財件数

◆歴史文化の特徴

分類 国 県 町 総数指定 選定 登録 選択 指定 登録 指定
有形文化財 1 5 14 1 47 68
建造物 － 5 1 1 8 15
美術
工芸品

絵画 － － 5 8 13
彫刻 1 － 2 10 13
工芸品 － － 1 6 7
書跡・典籍 － － 2 8 10
古文書 － － 3 3 6
考古資料 － － － － －
歴史資料 － － － 4 4

無形文化財 － － － － － －
民俗文化財 2 － － 2 2 9 15
有形の民俗文化財 － － － － －
無形の民俗文化財 2 － － 2 2 9 15

記念物 1 － 12 16 29
遺跡 － － － 5 5
名勝地 1 － 2 － 3
動物・植物・地質鉱物 1 － 10 12 23

文化的景観 － －
伝統的建造物群 － －

総数 4※ － 5 － 28 3 73 113※

13 新温泉町文化財保存活用地域計画【兵庫県】
指定等文化財は、１１３件
未指定文化財は、２，７７４件

◆推進体制
海、山、温泉に育まれた営みが織りなす歴史文化 ～ 景勝と民俗の宝庫 ～

※「名勝及び天然記念物」としての重複指定のため総数が異なる。
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◆ 文化財の保存・活用の目標・方針 ～ 新温泉町全域における着実な取組を進めるための措置

(仮称)新温泉町文化財協力員制度
                                    の創設

●文化財の調査や保存・活用、町民の意識啓発等の取組への
協力、自治会間の連携・調整などを担う文化財協力員制度
（各自治会１名を町が委嘱）を創設する

■取組主体：町民等、行政
■計画期間：R6～8制度創設（以降、制度運用）

～ 措置の例 ～

■取組主体：行政
■計画期間：R9～11制度創設（以降、制度運用）

■取組主体：町民等、行政
■計画期間：R6～13

方針Ⅰ-２ 町民等が中心となって取り組む体制を整える

新温泉町登録文化財制度の創設

方針Ⅱ-３ 文化財の保存の基盤となる制度や仕組みを整え、文化財を適切に保存・管理する

●新温泉町文化財保護条例を改正し、新温泉町登録文化財制
度を創設する

方針Ⅲ-１ 個々の文化財がもつ魅力を地域づくりに活かす

自治会・旧小学校区等を単位とした
文化財活用の取組推進

●自治会や旧小学校区（地域運営組織等）を単位とし、集落支援員
や地域コミュニティ活動に対する助成制度等を活用した、身近な
文化財を活かした地域づくりの取組を推進する

【措置No.8】 【措置No.32】 【措置No.51】
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新温泉町の歴史文化を感じられるまちの構造の中長期ビジョン 関連文化財群
◆ 重点を絞った戦略的な取組を進めるための措置

●舞台：対象区域に関わるさまざまな主体が連携・協働して、文化財の保存・活用に
係る重点的・モデル的なさまざまな取組・活動を展開する場

●みち：歴史的な道筋（実際の道）に加え、歴史的・文化的背景に基づく文化財間の
つながりや、文化財の保存・活用の取組やまちづくり活動等を介した地域間
のつながりなどの概念的なつながりを含むもの

歴史文化の特徴の５分野（癒し、信仰、生業、交流、暮らし）の
「舞台」における重点的な取組を実施し、それらを４つの「みち」
（海、浜、山、谷）を介して、沿道の集落を取り込みながらつなぎ、
波及させることで、町全体の歴史文化の魅力の向上を図る。

4つの「みち」のうち、本計画期間に取り組む対象テーマによる文化財のまとまり

「日本海が育んだ景勝と営み」に係る関連文化財群海のみち

日本海の形成に伴う複雑な地質と日本海の荒波は、山陰海岸の多様な地形を生み、但馬御火浦などの
美しい自然風景をつくり出して人々を誘い、多くの詩歌が詠まれてきた。また、天然の良港と豊かな漁
場は、諸寄の北前船寄港地としての繁栄や沿岸漁村の暮らしを支えてきた。
北前船などによる「海のみち」を介した日本海沿岸各地域との交流は、浜坂ちくわやへしこなどの食

文化を育み、また一方では、麒麟獅子舞などの民俗を伝えてきた。また、沿岸の各地区では、精霊船流
しや川下祭りなどの年中行事や、海から上げられた仏像の民間説話や三尾の神功皇后・後鳥羽上皇の伝
説といった日本海との関わりを伝える民俗文化も現在に受け継がれ、海とともに生きる人々の営みを感
じることができる。

「複雑な自然地形に拓かれた各時代の道と交流」に係る関連文化財群
「山陰道と温泉が支えた地域の発展と豊かな民俗」に係る関連文化財群

日本海が生んだ景勝と、海とともに生きる人々の営みを感じられるみちづくり

山陰海岸の美しい自然風景を維持・継
承するとともに、歴史的な集落の景観
や建造物、祭り・行事や民間説話、生
業などの民俗文化を守り、育み、各舞
台固有の歴史文化の魅力を高める。

海とともに生きる人々の営みを感じられ
る場、山陰海岸の美しい自然風景を望め
る場をつくるとともに、関連都市と連携
して魅力的な情報発信や活用を推進する。

浜のみち
山のみち
谷のみち ※今後、各自治会や旧小学校区（地域運営組織等）を単位に設定

ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
化

目標

（舞台）

方針

（みち）

「日本海が育んだ景勝と営み」に係る関連文化財群

措置の例

旧廻船問屋の活用
●旧廻船問屋の建築物
等を修理し、「諸寄
観光案内所」などの
観光やまちづくりに
関する施設として整
備・活用する

■取組主体：行政、町民等
■計画期間：R9～13

（Ｒ6～11：調査等の実施）

廻船問屋中藤田家
遊覧船の運航検討

●「海のみち」を感じら
れる遊覧船の運航に向
けた検討を行う

旭洞門とかつて運航していた遊覧船

■取組主体：行政、町民等
■計画期間：R6～8

景勝と詩歌の活用
●視点場への歌碑の設置や歌碑巡り
イベントの開催などを行う

■取組主体：行政、町民等
■計画期間：R6～13

与謝野寛・前田純孝の歌碑

地区ごとに異なる日本海と人々の生活文化の
関係・地区ごとの特徴を際立たせ、多様な魅
力を感じられる舞台づくりが求められる。

かつての「海のみち」のつながりは失われている
中で、その歴史や文化を感じ取ることができる場
やコンテンツづくりが求められる。

課題

【措置No.a9】

【措置No.a16】

【措置No.a15】
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文化財保存活用区域

「海・浜と山をつなぐ歴史文化軸」
関連文化財群の保存・活用の取組を効果的に推進し、取組の効果を町全体に波及していくための骨格となる区域

景勝と民俗が育む食文化を活かした「海・浜と山をつなぐ歴史文化軸」の創出
～ 食文化を通じた新温泉町の歴史文化の特徴の共有と魅力の向上 ～

新温泉町における歴史文化を
活かした観光振興の骨格軸と
してのつながりと、町内各地
区へとつながるターミナル機
能を創出する。

景勝や民俗と関連づけながら、
食文化を活かした国内外への
観光プロモーションを推進す
る。

目標

方針

措置

各舞台における食文化の魅力
の創出・育成を図るとともに、
関連文化財群の措置と連携し
て、多様な歴史文化を活かし
た回遊性の向上を図る。

～景勝と民俗が育む食文化をテーマとした取組～
・食文化は、歴史文化の特徴の５分野のいずれにも関係し、食
文化から新温泉町の歴史文化の特徴を多くの人が理解できる。

・食文化は、新温泉町の観光の核になる。
・食文化は、地域住民にとって身近な文化財であり、協働によ
る効果的な取組が期待できる。

海・浜と山をつなぎ、新温泉町全体と
しての一体的な歴史文化の魅力の創出
に結び付けていくことが求められる。

課題
豊富な海産物や但馬牛、湯がき文化な
ど、豊かな景勝や民俗に育まれてきた
食文化を観光振興に活かし、地域活力
の向上を図ることが求められる。

食文化をきっかけに、文化財への興
味・関心や保存・活用の取組への展開
を促し、各舞台の歴史文化の魅力のさ
らなる向上を図ることが求められる。

「海・浜と山をつなぐ歴史文化軸」（浜坂・諸寄から湯村・照
来盆地」の各舞台をつなぐ区域）は、４つの「みち」のいずれ
にも関係し、区域内の各「舞台」には歴史文化の特徴の５分野
（癒し、信仰、生業、交流、暮らし）を代表する文化財が含ま
れる。また、浜坂・諸寄、湯村は、現在も新温泉町における観
光の拠点であり、両地区間の道は、地域の骨格となる岸田川に
沿い、浜坂地域と温泉地域をつなぐ重要な役割を担うとともに、
山陰近畿自動車道新温泉浜坂IC と結節し、道の駅が立地するな
ど、観光面においても、地域の玄関口並びに主要な動線となる。

道の駅の情報発信機能
の強化

●町内各地域へと人々を導くため、
道の駅における歴史文化情報や観
光情報の発信機能を強化する

■取組主体：行政
■計画期間：R6～13

【措置No.A4】

道の駅「山陰海岸ジオパーク浜坂の郷」

食文化をテーマとした
モニターツアーの開催

●食文化に係る観光コンテンツの拡充
等のためのモニターツアーを開催する
■取組主体：行政、町民等
■計画期間：R6～8

【措置No.A8】

日本酒きき酒会

舞台ごとの食文化の
魅力の創出・育成

●舞台ごとの特徴を活かした食文化の
魅力を創出・育成する

■取組主体：行政、町民等、専門家
■計画期間：R6～13

【措置No.A14】

照来盆地の棚田

ホタルイカ 松葉ガニ

但馬牛 じゃぶ

但馬杜氏

湯がき体験と足湯
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【参考】関連計画等
・ユネスコ世界ジオパーク「山陰海岸ジオパーク」（H22年度）
・日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」（H30
年度追加認定）
・日本遺産「日本海の風が生んだ絶景と秘境 －幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因幡・但
馬」（R元年度）
・日本農業遺産「兵庫美方地域の但馬牛システム（人と牛が共生する美方地域の伝統的但馬
牛飼育システム）」（H30年度）
・世界農業遺産「人と牛が共生する美方地域の伝統的但馬牛飼育システム」（令和５年度）
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